
(3)

委
員
会
別
の
成
立
し
た
法
律
・
条
約
等
の
要
旨
及
び
本
会
議
に
お
け
る
委
員
長
報
告
（
議
案
審
議
表
付
）

○
内
閣
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
七
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

14

皇
室
経
済
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

五
九
、
二
、
二
二

　
　
五
九
、
四
、
一
二

受
　
　
　
領

五
九
、
二
、
二

二

　
　
（
予
）

　
五
九
、
四
、
一
七

可
　
　
決

五
九
、
四
、
二
〇

可
　
　
決

五
九
、
二
、
二
二

五
九
、
四
、
五

修
　
　
正

五
九
、
四
、
一
二

修
　
　
正

15

運
輸
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
二
二

　
　
　
　
四
、
一
九

受
　
　
　
領

二
、
二
二

（
予
）

　
　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

二
、
二
二

　
　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

20

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
二
四

　
　
　
　
四
、
二
五

受
　
　
　
領

三
、
三
一

（
予
）

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

二
、
二
四

　
　
　
四
、
二
四

可
　
　
決

　
　
四
、
二
五

可
　
　
決

24

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
二
五

　
　
　
　
五
、
一
七

受
　
　
　
領

二
、
二
五

（
予
）

　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
七

可
　
　
決

二
、
二
五

　
　
五
、
一
五

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

47

臨
時
教
育
審
議
会
設
置
法
案

三
、
二
七

　
　
　
　
七
、
一
二

受
　
　
　
領

七
、
一
三

　
　
　
八
、
六

可
　
　
決

　
　
　
八
、
七

可
　
　
決

四
、
二
五

　
　
七
、
一
〇

修
　
　
正

　
　
　
七
、
一
二

修
　
　
正

　
　
五
九
、
七
、
一
三

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

52

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
、
二
七

　
　
　
　
四
、
一
二

受
　
　
　
領

三
、
二
七

（
予
）

　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

　
　
四
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
　
三
、
二
七

大
　
　
蔵

　
　
　
四
、
一
一

修
　
　
正

　
　
　
四
、
一
二

修
　
　
正

53

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
国
家
公
務

員
等
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

三
、
二
七

　
　
　
　
四
、
一
二

受
　
　
　
領

三
、
二
七

（
予
）

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

　
　
　
三
、
二
七

大
　
　
蔵

　
　
四
、
一
一

修
　
　
正

　
　
　
四
、
一
二

修
　
　
正



本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
　
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

15

国
民
教
育
審
議
会
設
置
法
案

久
保
亘
君

外
　
　
二
　
　
名

　
（
五
九
、
七
、
六
）

五
九
、
七
、
一
〇

五
九
、
七
、
一
三

未
　
　
　
　
　
　
　
了

五
九
、
七
、
一
〇

　
　
（
予
）

　
　
五
九
、
七
、
一
三

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

皇
室
経
済
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
二
二
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
一
二
　
衆
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
〇
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
国
会
の
議
決
を
経

　
な
く
て
も
皇
室
が
賜
与
及
び
譲
受
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の

　
限
度
価
額
並
び
に
内
廷
費
の
定
額
及
び
皇
族
費
算
出
の
基
礎
と
な
る

　
定
額
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
皇
室
が
国
会
の
議
決
を
経
な
い
で
賜
与
及
び
譲
受
け
を
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
財
産
の
限
度
価
額
を
次
の
よ
う
に
改
定
す
る
こ
と
。

（一）

天
皇
及
び
内
廷
に
あ
る
皇
族
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
を

通
じ
て
、
賜
与
の
限
度
価
額
を
八
百
十
万
円
増
額
し
て
九
百
九

十
万
円
か
ら
千
八
百
万
円
に
、
譲
受
け
の
限
度
価
額
を
二
百
七

十
万
円
増
額
し
て
三
百
三
十
万
円
か
ら
六
百
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ

改
定
す
る
こ
と
。

（二）

内
廷
に
あ
る
皇
族
以
外
の
皇
族
に
つ
い
て
は
、
賜
与
及
び
譲

受
け
の
限
度
価
額
を
、
成
年
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
七
十
万
円
増

額
し
て
九
十
万
円
か
ら
百
六
十
万
円
に
、
未
成
年
の
場
合
は
そ

れ
ぞ
れ
十
五
万
円
増
額
し
て
二
十
万
円
か
ら
三
十
五
万
円
に
改



　
　
定
す
る
こ
と
。

二
、
内
廷
費
の
定
額
を
三
千
六
百
万
円
増
額
し
て
二
億
二
千
百
万
円

　
か
ら
二
億
五
千
七
百
万
円
に
改
定
す
る
こ
と
。

三
、
皇
族
費
算
出
の
基
礎
と
な
る
定
額
を
三
百
二
十
万
円
増
額
し
て

　
二
千
四
十
万
円
か
ら
二
千
三
百
六
十
万
円
に
改
定
す
る
こ
と
。

四
、
昭
和
五
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
内
廷
費
の
定
額
及
び
皇
族
費

　
算
出
の
基
礎
と
な
る
定
額
に
つ
い
て
増
加
額
の
二
分
の
一
を
節
減

　
す
る
も
の
と
し
、
内
廷
費
の
定
額
は
二
億
三
千
九
百
万
円
に
、
皇

　
族
費
算
出
の
基
礎
と
な
る
定
額
は
二
千
二
百
万
円
と
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が

行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
皇
室
経
済
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い

　
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
皇
室
が
国
会

　
の
議
決
を
経
な
い
で
賜
与
及
び
譲
受
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
財

　
産
の
限
度
価
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
内
廷
費
の
定
額
を
三
千

六
百
万
円
増
額
し
て
二
億
五
千
七
百
万
円
に
、
皇
族
費
算
出
の
基
礎

と
な
る
定
額
を
三
百
二
十
万
円
増
額
し
て
二
千
三
百
六
十
万
円
に
そ

れ
ぞ
れ
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
五
十
九
年

度
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
事
情
等
を
考
慮
し
て
、

内
廷
費
の
定
額
は
二
億
三
千
九
百
万
円
、
皇
族
費
算
出
の
基
礎
と
な

る
定
額
は
、
二
千
二
百
万
円
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
を
公
布
の
日
と
し
、
昭
和

五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま

す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
開
か
れ
た
皇
室
と
宮
内
庁
の
役
割
、

天
皇
の
公
的
行
為
の
あ
り
方
、
国
事
行
為
臨
時
代
行
法
の
見
直
し
、

賜
与
、
譲
受
け
の
実
態
と
限
度
価
額
と
の
関
係
、
内
廷
費
及
び
皇

族
費
の
性
格
と
増
額
理
由
、
皇
族
の
公
的
活
動
の
現
状
、
靖
国
神
社

公
式
参
拝
問
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細

は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
旅
行
の
実
情
等
に



か
ん
が
み
、
外
国
旅
行
に
お
け
る
日
当
、
宿
泊
料
等
の
定
額
を
平
均

四
〇
％
程
度
、
移
転
料
の
定
額
を
平
均
二
五
％
程
度
そ
れ
ぞ
れ
引
き

上
げ
る
と
と
も
に
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
支
給
に
係
る
地
域
区
分
を

改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
を
公
布
の
日
と
す
る
旨
の

修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
共
済
年
金
改
定
法
案
と
便
宜
一
括
し

て
審
査
し
、
行
政
執
行
上
の
旅
費
の
重
要
性
と
そ
の
あ
り
方
、
内
国

旅
費
を
据
え
置
い
た
理
由
、
旅
費
の
定
額
改
定
基
準
と
等
級
区
分
の

縮
小
、
旅
費
の
改
定
時
期
の
適
正
化
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

運
輸
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
関
法
第
一
五
号
）
（
衆
議

院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
二
二
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
一
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
最
終
答
申
実
施
の
た
め
決
定
さ
れ

　
た
行
政
改
革
に
関
す
る
当
面
の
実
施
方
針
に
基
づ
き
、
地
方
運
輸
行

　
政
の
総
合
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
、
海
運
局
及
び
陸
運
局
を
統

　
合
し
て
地
方
運
輸
局
と
す
る
と
と
も
に
、
海
運
局
の
廃
止
に
伴
い
海

　
運
監
理
部
を
地
方
運
輸
局
に
置
く
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
運
輸
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と

　
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
今
回
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
か
つ
国



際
関
係
に
配
慮
し
た
運
輸
政
策
の
推
進
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応

し
た
地
域
交
通
の
確
保
、
総
合
的
な
貨
物
流
通
体
係
の
形
成
等
の
諸

要
請
に
対
応
す
る
た
め
、
運
輸
省
本
省
の
組
織
を
従
来
の
輸
送
機
関

別
の
縦
割
り
か
ら
国
際
運
輸
、
地
域
交
通
、
貨
物
流
通
等
分
野
ご
と

の
横
割
り
に
改
め
、
運
輸
政
策
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
推
進
し
得

る
よ
う
内
部
組
織
を
再
編
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
こ
れ
に
伴
い
、
地
方
出
先
機
関
に
お
い
て
も
地
域

交
通
、
貨
物
流
通
等
の
運
輸
行
政
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
海

運
局
と
陸
運
局
を
統
合
し
、
地
方
運
輸
行
政
の
中
核
と
な
る
地
方
運

輸
局
を
新
設
し
、
そ
の
所
掌
事
務
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の

規
定
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
運
輸
交
通
政
策
の
あ
り
方
と
今
回
の

機
構
改
革
と
の
関
連
、
海
運
局
と
陸
運
局
の
統
合
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
、

許
認
可
の
整
理
に
対
す
る
今
後
の
方
針
、
総
合
交
通
体
係
の
あ
り
方

の
ほ
か
、
国
鉄
再
建
、
地
方
交
通
線
問
題
、
青
函
ト
ン
ネ
ル
、
関
西

国
際
空
港
の
建
設
、
貨
物
輸
送
秩
序
の
確
立
、
交
通
弱
者
対
策
等
の

諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録

に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇
号
）
（
衆
議
院
送

付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
二
四
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
五
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
恩
給
年
額
の
計
算
の
基

　
礎
と
な
つ
て
い
る
俸
給
年
額
及
び
普
通
恩
給
等
の
最
低
保
障
額
の
引

　
上
げ
等
を
行
う
と
と
も
に
、
長
期
在
職
の
七
十
歳
以
上
の
旧
軍
人
等

　
に
係
る
仮
定
俸
給
の
引
上
げ
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

　
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
恩
給
年
額
の
増
額

　
　
　
昭
和
五
十
八
年
度
の
公
務
員
給
与
の
改
善
傾
向
を
分
析
し
た
結

　
　
果
に
基
づ
き
、
恩
給
年
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
仮
定
俸

　
　
給
年
額
を
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
か
ら
、
年
額
百
二
十
万
円
以
上

　
　
の
仮
定
俸
給
に
つ
い
て
は
一
・
九
％
プ
ラ
ス
二
千
四
百
円
、
年
額



　
百
二
十
万
円
未
満
の
仮
定
俸
給
に
つ
い
て
は
二
・
一
％
引
き
上
げ

　
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
そ
の
引
上
額
が
九
万
八
千
四
百
円
を
超
え
る
場
合
に

　
は
、
こ
の
額
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

二
、
公
務
関
係
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
の
改
善

　
　
公
務
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
を
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
か
ら
、

　
兵
の
仮
定
俸
給
の
増
額
に
準
じ
二
・
一
％
引
き
上
げ
、
更
に
同
年

　
八
月
か
ら
、
戦
没
者
遺
族
の
処
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
、
上
積
み

　
を
行
い
、
遺
族
加
算
を
含
め
年
額
百
三
十
七
万
円
（
月
額
十
一
万

　
四
千
百
六
十
七
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
　
ま
た
、
増
加
非
公
死
扶
助
料
及
び
特
例
扶
助
料
の
最
低
保
障
額

　
に
つ
い
て
も
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
か
ら
、
兵
の
仮
定
俸
給
の
増

　
額
に
準
じ
二
・
一
％
引
き
上
げ
、
更
に
同
年
八
月
か
ら
、
公
務
扶

　
助
料
の
最
低
保
障
額
に
対
す
る
上
積
額
の
八
割
相
当
額
を
上
積
み

　
し
、
遺
族
加
算
を
含
め
年
額
百
八
万
六
千
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

三
、
傷
病
恩
給
年
額
の
改
善

　
　
増
加
恩
給
及
び
傷
病
年
金
の
年
額
を
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
か

　
ら
、
兵
の
仮
定
俸
給
の
増
額
に
準
じ
二
・
一
％
引
き
上
げ
、
更
に

　
同
年
八
月
か
ら
、
戦
傷
病
者
の
処
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
、
増
加

　
恩
給
第
一
項
症
か
ら
傷
病
年
金
第
四
款
症
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

　
れ
三
万
円
乃
至
一
万
円
を
加
算
し
た
額
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
　
ま
た
、
特
例
傷
病
恩
給
の
年
額
に
つ
い
て
も
、
昭
和
五
十
九
年

　
三
月
か
ら
、
兵
の
仮
定
俸
給
の
増
額
に
準
じ
二
・
一
％
引
き
上
げ
、

　
更
に
同
年
八
月
か
ら
、
傷
病
恩
給
（
増
加
恩
給
又
は
傷
病
年
金
）

　
に
対
す
る
加
算
額
の
八
割
相
当
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
た
額
に

　
引
き
上
げ
る
こ
と
。

四
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
改
善

　
　
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
年
額
を
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
か
ら
、

　
兵
の
仮
定
俸
給
の
増
額
に
準
じ
二
・
一
％
引
き
上
げ
、
更
に
同
年

　
八
月
か
ら
、
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
と
の
均
衡
等
を
勘
案
し

　
て
引
き
上
げ
る
こ
と
。

五
、
普
通
恩
給
等
の
最
低
保
障
額
の
改
善

　
　
普
通
恩
給
及
び
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
を
、
昭
和
五
十
九

　
年
三
月
か
ら
、
兵
の
仮
定
俸
給
の
増
額
に
準
じ
二
・
一
％
引
き
上

　
げ
る
こ
と
。

　
　
更
に
、
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
に
つ
い
て
は
、
寡
婦
加
算

　
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
普
通
恩
給
の
最
低
保
障
額
に
対
す
る
現

　
行
の
給
付
割
合
（
八
一
％
）
を
考
慮
し
て
、
昭
和
五
十
九
年
八
月

　
か
ら
、
長
期
在
職
者
の
場
合
年
額
五
十
三
万
三
千
五
百
円
に
引
き

　
上
げ
る
と
と
も
に
、
短
期
在
職
者
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
準
じ
た
引



　
上
げ
を
行
う
こ
と
。

六
、
扶
養
加
給
の
改
善

　
　
昭
和
五
十
八
年
度
の
国
家
公
務
員
の
扶
養
手
当
の
改
善
に
準
じ
、

　
昭
和
五
十
九
年
三
月
か
ら
、
傷
病
恩
給
及
び
公
務
関
係
扶
助
料
の

　
扶
養
加
給
の
年
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

七
、
長
期
在
職
の
旧
軍
人
等
に
係
る
仮
定
俸
給
の
改
善

　
　
長
期
在
職
の
旧
軍
人
又
は
そ
の
遺
族
で
七
十
歳
以
上
の
も
の

　
（
七
十
歳
未
満
の
妻
子
を
含
む
）
に
係
る
仮
定
俸
給
に
つ
い
て
は
、

　
老
齢
者
等
を
優
遇
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
行
わ
れ
た
一

　
般
文
官
の
仮
定
俸
給
の
改
善
措
置
（
四
号
俸
引
上
げ
）
に
準
じ
て

　
昭
和
五
十
六
年
度
二
号
俸
、
同
五
十
八
年
度
一
号
俸
の
引
上
げ
が

　
行
わ
れ
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
か
ら
、
残
り
一
号
俸
の
引
上

　
げ
を
行
う
こ
と
。

八
、
恩
給
外
所
得
に
よ
る
普
通
恩
給
の
停
止
基
準
の
改
正

　
　
恩
給
外
所
得
に
よ
る
普
通
恩
給
の
一
部
停
止
に
関
す
る
基
準
額

　
等
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
か
ら
、
普
通
恩
給
の
基
準
額

　
を
百
五
十
六
万
円
（
現
行
百
五
十
三
万
円
）
に
、
恩
給
外
所
得
の

　
基
準
額
を
七
百
万
円
（
現
行
六
百
六
十
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
と

　
と
も
に
、
停
止
率
を
三
割
五
分
（
現
行
二
割
）
に
引
き
上
げ
る
ほ

　
か
、
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上

　
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
の
内
容
の
第
一
は
、
恩
給
年
額
の
増
額
で
あ
り
ま
し
て
、

　
昭
和
五
十
八
年
度
に
お
け
る
公
務
員
給
与
の
改
善
を
基
礎
と
し
て
、

　
本
年
三
月
分
以
降
平
均
二
％
程
度
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
公
務
関

　
係
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
及
び
傷
病
恩
給
の
基
本
年
額
等
に
つ
い
て

　
は
同
年
八
月
分
以
降
さ
ら
に
増
額
を
行
い
、
公
務
扶
助
料
に
つ
い
て

　
は
遺
族
加
算
を
含
め
年
額
百
三
十
七
万
円
を
保
障
す
る
こ
と
と
し
て

　
お
り
ま
す
。

　
　
第
二
は
、
普
通
恩
給
等
の
最
低
保
障
額
の
増
額
で
あ
り
ま
し
て
、

　
長
期
在
職
の
老
齢
者
に
係
る
普
通
恩
給
の
最
低
保
障
額
を
本
年
三
月

　
分
以
降
八
十
万
六
千
八
百
円
に
引
き
上
げ
、
そ
の
他
の
普
通
恩
給
及

　
び
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
準
じ
て
引
き
上

　
げ
る
ほ
か
、
長
期
在
職
者
に
係
る
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
に
つ

　
い
て
は
本
年
八
月
分
以
降
さ
ら
に
引
き
上
げ
、
五
十
三
万
三
千
五
百

　
円
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
に
つ

　
い
て
も
こ
れ
に
準
じ
て
引
き
上
げ
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。



　
第
三
は
、
長
期
在
職
の
七
十
歳
以
上
の
旧
軍
人
等
に
係
る
仮
定
俸

給
の
格
付
を
本
年
十
月
分
以
降
一
号
俸
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
扶
養
加
給
の
増
額
等
、
所
要
の
改
善
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
改
定
実
施
時
期
を
本
年
三
月
か
ら
と

し
た
理
由
、
恩
給
受
給
者
の
現
況
と
将
来
予
測
、
公
的
年
金
制
度
の

改
革
と
恩
給
制
度
と
の
関
連
の
ほ
か
、
台
湾
人
元
日
本
軍
人
軍
属
に

対
す
る
補
償
等
の
戦
後
処
理
問
題
、
日
赤
救
護
看
護
婦
等
の
慰
労
給

付
金
の
増
額
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
内
藤
委
員
よ
り
、
昭
和
五
十
八

年
度
の
人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
本
年
三
月
分
以
降
恩
給
年
額
を
増

額
す
る
旨
の
日
本
共
産
党
提
案
に
係
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
修
正
案
は
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
内
閣
の
意
見

を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
中
西
総
理
府
総
務
長
官
よ
り
、
政

府
と
し
て
は
、
反
対
で
あ
る
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
内
藤
委
員
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少

数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
各
派
共
同
提
案
に
係
る
恩
給
の
改
定

実
施
時
期
の
一
体
化
等
八
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を

も
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
次
に
、
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
国
家
公
務
員
等
共
済
組

合
等
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
等
か
ら
支
給
さ
れ
て
い

る
年
金
の
額
に
つ
き
、
恩
給
の
改
善
措
置
を
参
酌
し
て
、
そ
の
年
金

額
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
る
改
正

点
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
第
一
は
、
現
行
の
年
金
額
を
国
家
公
務
員

等
共
済
組
合
法
及
び
旧
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
の
施
行
前

の
期
間
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
本
年
三
月
分
以
降
、
施
行
後
の
期

間
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
本
年
四
月
分
以
降
平
均
二
％
程
度
引
き

上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
五
十
七
年
度
に
仲
裁
裁
定
等
に

よ
る
給
与
改
定
の
適
用
を
受
け
た
者
で
同
年
度
に
退
職
し
た
も
の
及

び
国
鉄
共
済
組
合
か
ら
年
金
の
給
付
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
年
金
額
の
引
き
上
げ
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
二
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
者
の
受
け
る
退
職
年
金
及
び
遺
族
年

金
等
の
最
低
保
障
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
の
ほ
か
、
掛
金
及
び
給
付
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
俸
給
の



最
高
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
等
、
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
施
行
期
日
等
に
つ

い
て
所
要
の
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
さ
き
に
可
決
さ
れ
ま
し
た
国
家
公
務

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
改
正
案
と
便
宜
一
括
し
て
審
査
し
、
公

的
年
金
制
度
一
元
化
の
手
順
と
共
済
年
金
改
革
と
の
関
係
、
共
済
年

金
制
度
の
今
後
の
あ
り
方
、
官
民
格
差
の
是
正
問
題
、
国
鉄
共
済
年

金
に
対
す
る
財
政
調
整
事
業
の
準
備
状
況
、
年
金
改
定
の
実
施
時
期

に
差
異
を
設
け
た
理
由
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
昨
日
の
委
員
会
に
お
い
て
、
小
野
理
事
よ
り
、

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
及
び
旧
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合

法
の
施
行
後
に
係
る
期
間
の
年
金
の
額
の
改
定
実
施
時
期
を
一
カ
月

繰
り
上
げ
、
本
年
三
月
分
以
降
と
す
る
旨
の
日
本
社
会
党
提
案
に
係

る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
修
正
案
は
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
内
閣
の
意
見

を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
竹
下
大
蔵
大
臣
よ
り
、
政
府
と
し

て
は
反
対
で
あ
る
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
小
野
理
事
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少

　
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

　
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日
本

　
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
参
議
院

　
の
会
提
案
に
係
る
共
済
年
金
制
度
改
革
の
検
討
な
ど
、
二
項
目
に
わ

　
た
る
附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を
も
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
四
号
）
（
衆
議

院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
二
五
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
七
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
、
二
七
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
た
、

　
政
府
の
「
行
政
改
革
に
関
す
る
当
面
の
実
施
方
針
」
に
基
づ
く
も
の

　
で
あ
つ
て
、
郵
政
事
業
に
係
る
地
方
行
政
機
構
の
総
合
化
及
び
効
率

　
化
を
図
る
た
め
、
地
方
貯
金
局
及
び
地
方
簡
易
保
険
局
を
地
方
郵
政



　
局
に
統
合
し
、
同
局
の
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
及
び
簡
易
保
険
事
務
セ

　
ン
タ
ー
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
備
等

　
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と

　
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ

　
た
行
政
改
革
に
関
す
る
当
面
の
実
施
方
針
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま

　
し
て
、
郵
政
事
業
に
係
る
地
方
行
政
機
構
の
総
合
化
及
び
効
率
化
を

　
図
る
た
め
、
現
在
郵
政
省
の
地
方
支
分
部
局
と
し
て
置
か
れ
て
い
る

　
地
方
貯
金
局
及
び
地
方
簡
易
保
険
局
を
地
方
郵
政
局
に
統
合
し
て
、

　
同
局
の
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
及
び
簡
易
保
険
事
務
セ
ン
タ
ー
と
す
る

　
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
統
合
に
至
る
経
緯
と
そ
の
効
果
、
臨

　
調
答
申
と
の
関
連
な
ど
法
案
内
容
に
係
る
諸
点
を
初
め
、
郵
便
事
業

　
の
将
来
展
望
、
郵
便
料
金
の
今
後
の
見
通
し
、
郵
便
貯
金
、
簡
易
生

　
命
保
険
事
業
の
財
政
状
況
と
資
金
の
運
用
の
あ
り
方
等
、
郵
政
三
事

　
業
に
か
か
わ
る
基
本
的
諸
問
題
の
ほ
か
、
放
送
衛
星
の
故
障
、
少
額

　
貯
蓄
に
対
す
る
利
子
課
税
の
是
非
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た

　
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数

　
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

臨
時
教
育
審
議
会
設
置
法
案
（
閣
法
第
四
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
三
、
二
七
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
五
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
一
二
　
衆
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
一
三
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
　
七
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
社
会
の
変
化
及
び
文
化
の
発
展
に
対
応
す
る
教
育
の
実

　
現
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
各
般
に
わ
た
る
施
策
に
つ
き
必
要
な
改

　
革
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
の
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
教

　
育
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
分
野
に
係
る
諸
施
策
に
関
し
必
要
な
改
革

　
を
図
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す



る
機
関
と
し
て
、
総
理
府
に
臨
時
教
育
審
議
会
を
設
置
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的
及
び
設
置

　
　
社
会
の
変
化
及
び
文
化
の
発
展
に
対
応
す
る
教
育
の
実
現
の
緊

　
要
性
に
か
ん
が
み
、
教
育
基
本
法
の
精
神
に
の
つ
と
り
、
そ
の
実

　
現
を
期
し
て
各
般
に
わ
た
る
施
策
に
つ
き
必
要
な
改
革
を
図
る
こ

　
と
に
よ
り
、
教
育
の
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
総
理
府
に
、

　
臨
時
教
育
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る

　
こ
と
。

二
、
所
掌
事
務
等

（一）

審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
教
育
及
び
こ

れ
に
関
連
す
る
分
野
に
係
る
諸
施
策
に
関
し
必
要
な
改
革
を
図

る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す

る
こ
と
。

（二）

審
議
会
は
、
前
項
の
事
項
に
関
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
意

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（三）

内
閣
総
理
大
臣
は
、
（
一
）
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
又
は
前
項
の

　
　
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
委
員
及
び
会
長

（一）

審
議
会
は
、
委
員
二
十
五
人
以
内
で
組
織
す
る
こ
と
。

（二）

委
員
は
、
人
格
識
見
共
に
優
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
、
文
部
大

臣
の
意
見
を
聴
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
。

（三）

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
。

（四）

審
議
会
に
、
会
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理

　
　
大
臣
が
指
名
す
る
こ
と
。

四
、
専
門
委
員

（一）

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
専
門

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）

専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
文
部
大

臣
の
意
見
を
聴
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
。

（三）

専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
。

五
、
資
料
の
提
出
等
の
要
求

　
　
審
議
会
は
、
国
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
て
、
資
料
の
提

　
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
、
事
務
局

　
　
審
議
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
審
議
会
に
、
事
務
局
を

　
置
く
こ
と
。

七
、
政
令
へ
の
委
任

　
　
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事



　
項
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八
、
そ
の
他

（一）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（二）

こ
の
本
律
は
、
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た

　
　
　
日
に
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
一
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
答
申
等
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
国
会

　
　
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
二
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
両

　
　
議
院
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
三
、
前
項
の
修
正
に
よ
り
委
員
が
特
別
職
の
公
務
員
と
な
る
こ
と
に

　
　
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

　
四
、
施
行
期
日
を
「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範

　
　
囲
内
」
と
し
、
さ
ら
に
、
文
部
大
臣
の
意
見
を
聴
い
て
委
員
を
任

　
　
命
す
る
部
分
及
び
両
議
院
の
同
意
に
関
す
る
部
分
は
公
布
の
日
か

　
　
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
臨
時
教
育
審
議
会
設
置
法
案
に
つ

き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
我
が
国
の
教
育
は
、
国
民
の
努
力
に
よ
り
著
し
く
普
及
し
、
そ
の

水
準
は
国
際
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
一

方
、
社
会
の
急
激
な
変
化
、
教
育
の
量
的
拡
大
等
は
教
育
の
あ
り
方

に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
、
今
や
教
育
改
革
の
必
要
性
が
各
方

面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
教
育
改
革
に
対
す
る

国
民
の
要
請
を
踏
ま
え
、
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
を
担
う
に
ふ
さ
わ

し
い
青
少
年
の
育
成
を
目
指
し
て
、
教
育
全
般
に
わ
た
る
改
革
を
図

る
こ
と
が
緊
急
か
つ
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
こ
た
え
る
た
め
、
第
一
に
、

今
後
に
お
け
る
社
会
の
変
化
及
び
文
化
の
発
展
に
対
応
す
る
教
育
の

実
現
を
期
し
て
、
教
育
基
本
法
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
政
府
全
体
の

責
任
に
お
い
て
必
要
な
改
革
を
図
る
た
め
、
臨
時
教
育
審
議
会
を
総

理
府
に
設
置
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の

諮
問
に
応
じ
、
教
育
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
分
野
の
諸
施
策
に
関
し

必
要
な
改
革
を
図
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
、

調
査
審
議
し
て
答
申
す
る
と
と
も
に
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
そ
の

所
掌
事
務
と
し
て
お
り
、
内
閣
総
理
大
臣
は
こ
の
答
申
を
尊
重
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
審
議
会
は
、
文
部

大
臣
の
意
見
を
聴
い
て
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
二
十
五
人
以
内

の
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
と
と
も
に
、
文
部
大
臣
の
意
見
を
聴
い

て
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
の
ほ
か
、
審
議
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く

こ
と
等
を
内
容
と
し
て
お
り
、
本
法
律
案
は
施
行
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
年
を
経
過
し
た
日
に
失
効
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
審

議
会
の
答
申
等
を
受
け
た
と
き
は
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
、
内
閣
総
理
大
臣
が
審
議
会
の
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
両
議
院
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ

か
、
こ
れ
に
伴
う
関
連
規
定
及
び
施
行
期
日
に
つ
い
て
所
要
の
修
正

が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
他
方
、
日
本
社
会
党
所
属
の
本
院
議
員
か
ら
、
本
案
に
対
す
る
対

案
と
し
て
、
現
行
の
中
央
教
育
審
議
会
に
替
え
て
新
た
に
文
部
省
に

国
民
教
育
審
議
会
を
設
置
し
、
教
育
、
学
術
、
文
化
に
関
す
る
基
本

的
な
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
文
部
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と

な
ど
を
内
容
と
す
る
国
民
教
育
審
議
会
設
置
法
案
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
法
律
案
を
一
括
し
て
審
査
し
、

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣
を
初
め
衆
議
院
内
閣
委
員
長
代
理
の
出
席
を

求
め
て
質
疑
を
行
う
ほ
か
、
文
教
、
社
会
労
働
の
二
つ
の
常
任
委
員

会
と
の
連
合
審
査
会
を
開
く
と
と
も
に
、
四
人
の
参
考
人
か
ら
の
意

見
聴
取
、
札
幌
に
委
員
を
派
遣
し
て
地
方
公
聴
会
を
行
う
な
ど
、
総

審
査
時
間
四
十
時
間
を
超
す
熱
心
な
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
間
の
主
な
質
疑
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
教
育
荒
廃
の
現
状
認

識
と
開
か
れ
た
改
革
の
必
要
性
、
審
議
会
を
総
理
直
属
と
す
る
理
由
、

委
員
の
構
成
と
任
命
の
あ
り
方
、
公
開
制
の
是
非
、
諮
問
事
項
の
具

体
的
内
容
、
教
育
改
革
に
お
け
る
教
育
基
本
法
の
精
神
の
尊
重
と
国

民
的
合
意
を
得
る
手
だ
て
、
委
員
の
国
会
承
認
の
基
準
と
守
秘
義
務

を
課
す
理
由
の
ほ
か
、
教
育
改
革
と
行
革
審
答
申
及
び
財
政
と
の
関

連
、
障
害
児
に
対
す
る
統
合
教
育
の
必
要
性
及
び
文
部
省
関
係
の
汚

職
問
題
等
広
範
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
小
野
理
事
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を

代
表
し
て
坂
野
理
事
よ
り
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
橋
本
委

員
よ
り
反
対
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
峯
山
委
員
よ
り
賛

成
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
藤
井
委
員
よ
り
賛
成
の
旨
の

意
見
が
、
そ
れ
ぞ
れ
表
明
さ
れ
ま
し
た
。



　
　
討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原

　
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
致
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
五
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
三
、
二
七
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
一
二
　
衆
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
〇
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
国
家
公
務
員
の
旅
行
の
実
情
等
に
か
ん
が
み
、
外
国
旅

　
行
の
旅
費
の
定
額
等
に
つ
い
て
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ

　
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
の
定
額
に
つ
い
て
は
平
均
約
四
〇

　
　
％
、
ま
た
移
転
料
に
つ
い
て
は
約
二
五
％
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

　
二
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
支
給
に
係
る
地
域
区
分
を
改
め
る
。

　
　
な
お
、
本
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
施
行
期
日
に
つ
い
て
所
要
の

　
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
皇
室
経
済
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告

　
参
照

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
等
か
ら
の

年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
五
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
三
、
二
七
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
一
二
　
衆
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
等
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
年

　
金
の
額
に
つ
き
恩
給
の
改
善
措
置
を
参
酌
し
て
そ
の
引
上
げ
を
図
る

　
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
掛
金
及
び
給
付
額
の
算
定
の
基
礎

　
と
な
る
俸
給
の
最
高
限
度
額
の
引
上
げ
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
「
旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特

　
　
別
措
置
法
」
、
「
旧
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
」
、
「
国
家
公
務



　
員
等
共
済
組
合
法
」
及
び
「
旧
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
」

　
に
基
づ
く
退
職
年
金
等
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
国
家
公

　
務
員
給
与
の
改
善
内
容
に
準
じ
、
そ
の
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と

　
な
つ
て
い
る
俸
給
を
、
「
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
」
及
び
「
旧

　
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
」
の
施
行
前
の
期
間
に
係
る
も
の

　
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十
九
年
三
月
分
か
ら
、
施
行
後
の
期
間
に
係

　
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
年
四
月
分
か
ら
増
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
年
金
の
額
を
平
均
二
％
程
度
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
い
て
仲
裁
裁
定
等
に
よ
る
給

　
与
改
定
の
適
用
を
受
け
た
者
で
同
年
度
に
退
職
し
た
も
の
及
び
国

　
鉄
共
済
組
合
か
ら
年
金
の
給
付
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
年
金

　
額
の
引
上
げ
は
行
わ
な
い
こ
と
。

二
、
長
期
在
職
し
た
退
職
年
金
受
給
者
等
の
最
低
保
障
額
を
昭
和
五

　
十
九
年
三
月
分
か
ら
一
律
二
・
一
％
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
遺
族
年

　
金
及
び
公
務
関
係
年
金
受
給
者
の
最
低
保
障
額
に
つ
い
て
は
、
同

　
年
八
月
分
か
ら
更
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

三
、
公
務
関
係
年
金
受
給
者
に
支
給
す
る
配
遇
者
等
に
係
る
扶
養
加

　
給
の
額
を
昭
和
五
十
九
年
三
月
分
か
ら
引
き
上
げ
る
こ
と
。

四
、
掛
金
及
び
給
付
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
俸
給
の
最
高
限
度
額

　
四
十
四
万
円
を
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
四
十
五
万
円
に
引

　
　
き
上
げ
る
こ
と
。

　
五
、
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
い
て
退
職
し
た
公
共
企
業
体
職
員
の

　
　
「
旧
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
」
に
基
づ
く
退
職
年
金
等

　
　
の
額
に
つ
い
て
、
退
職
手
当
支
給
額
と
の
関
連
か
ら
既
裁
定
年
金

　
　
の
額
の
引
上
げ
に
準
じ
て
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
等
に
つ
い
て
所
要
の
修
正

　
が
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照




